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１ 

 

Ⅰ 蓮田市建築概要 

１ 蓮田市の概要 

 （１）位置・人口・世帯数 

    本市は都心から約４０ｋｍの埼玉県東部に位置し、市域は北西から南東に長い地形で、

大宮台地の支台が市内の南西部と北東部に丘陵地を形成し、中心部は元荒川による沖積低

地が広がっている。 

    昭和４７年１０月１日に埼玉県で３８番目の市として、市域面積２７．２８K ㎡、 

人口３５，２７４人で市制施行された。 

    【市域面積変更の経緯】 

     ・平成２年度国土地理院の発表により市域面積を２７．２７K ㎡に変更した。 

     ・平成２６年度国土地理院の発表により市域面積を２７．２８K ㎡に変更した。 

 

面積 
 K ㎡ 

 

周囲 
  Km 

 

標高 
m  

市 域 位 置 

東西 
  Km 

南北 
  Km 

東経 北緯 

２７.２８   ３５   １６ ４ 1５ 139 度 39 分 44 秒 35 度 59 分 39 秒 

 

                           （各年度の１月１日現在） 

年度区分 人  口（人） 世 帯 数（世帯） 

平成１７年度（2005） ６４，３９２ ２４，０７５ 

平成１８年度（2006） ６４，０９０ ２４，２６３ 

平成１９年度（2007） ６４，１５２ ２４，６６４ 

平成２０年度（2008） ６４，１４５ ２５，０００ 

平成２１年度（2009） ６４，０６８ ２５，２５１ 

平成２２年度（2010） ６３，８６６ ２５，４８５ 

平成２３年度（2011） ６３，６０２ ２５，６６３ 

平成２４年度（2012） ６３，４６５ ２５，７３６ 

平成２５年度（2013） ６３，０７７ ２５，８３４ 

平成２６年度（2014） ６２，７７３ ２６，０２２ 

平成２７年度（2015） ６２，４８１ ２６，２０８ 

平成２８年度（2016） ６２，３４７ ２６，４１３ 

平成２９年度（2017） ６２，２２７ ２６，６２９ 

平成３０年度（2018） ６１，９６１ ２６，９０５ 

令和元年度（2019） ６１，５７０ ２７，０９４ 

令和２年度（2020） ６１，５４０ ２７，４６１ 

令和３年度（2021） ６１，５６３ ２７，８１１ 

令和４年度（2022） ６１，４７４ ２７，９０７ 



２ 

 

（２）都市計画法について 

●旧都市計画法施行 Ｔ ９． １． １ 

●都市計画法施行 Ｓ４４． ６．１４ 

●都市計画区域の決定 

[ 当  初 ] Ｓ３２．１２． ９ （建設省告示第１５８７号） 

市全域無指定     ２，７２８ha 

[ 変  更 ]  Ｈ １０． １２．２５ （埼玉県告示第１６７７号）   

面積の計測修正    ２，７２７ha 

[ 変  更 ]  Ｈ ２９．  １．２７ （埼玉県告示第１２５号）   

面積の計測修正    ２，７２８ha 

 

●区域区分の決定 

[ 当初線引 ]  Ｓ４５． ８．２５    （埼玉県告示第１００８号） 

市街化区域          ６２３ha 

市街化調整区域        ２，１０５ha 

[ 変  更 ] Ｓ６０．１１．１５ （埼玉県告示第１７８６号） 

  ・逆線引き   約０．２ha 

市街化区域              ６２３ha 

市街化調整区域       ２，１０５ha 

          [ 変  更 ] Ｈ  ６．  １．２８   （埼玉県告示第１４５号）   

  ・線引き拡大  約１１．５ha 

市街化区域              ６３５ha 

市街化調整区域       ２，０９３ha 

           [ 変  更 ] Ｈ １０． １２．２５   （埼玉県告示第１６７７号）   

  ・面積の計測修正（区域の変更なし。） 

市街化区域              ６３４ha 

市街化調整区域       ２，０９３ha 

           [ 変  更 ] Ｈ ２９．  １．２７   （埼玉県告示第１２６号）   

  ・面積の計測修正（区域の変更なし。）   

市街化区域              ６３４ha 

市街化調整区域       ２，０９４ha 

 



３ 

 

●用途地域の指定 Ｓ４４．  ５．２８  （建設省告示第１８００号） 

住居地域          ３８２ha 

商業地域          ８.４ha 

 

[ 変  更 ] Ｓ４５．１２．２８ （埼玉県告示第１６１９号）   

           ・区域区分（線引き）決定に基づく用途地域の細分化 

住居地域（住居専用地区）  ５２３ha（５０ha） 

商業地域            ８ha 

準工業地域          ３９ha 

工業地域（工業専用地区）   ５３ha（４１ha） 

計           ６２３ha 

 

[ 変  更 ] Ｓ４８．  ７．３１ （埼玉県告示第１０６９号）   

           ・用途地域の細分化 

第１種住居専用地域     ２５９ha 

第２種住居専用地域      ３０ha 

住居地域          ２３６ha 

近隣商業地域          ３ha 

商業地域            ９ha 

準工業地域          ３８ha 

工業専用地域         ４８ha 

計          ６２３ha 

 

[ 変  更 ] Ｓ６０．１１．１５  （埼玉県告示第１７８７号）   

           ・逆線引きにより一部無指定へ変更 

第１種住居専用地域     ２５９ha 

第２種住居専用地域      ３０ha 

住居地域          ２３６ha   

近隣商業地域          ３ha 

商業地域            ９ha  

準工業地域          ３８ha 

工業専用地域         ４８ha 

      計          ６２３ha   

 

  



４ 

 

[ 変  更 ] Ｓ６２．  ３．３１    （埼玉県告示第６０４号） 

    ・準工業地域の一部が住居地域と第２種住居専用地域へ変更 

第１種住居専用地域        ２５９ha 

第２種住居専用地域         ３５ha 

住居地域            ２３８ha 

近隣商業地域            ３ha 

商業地域              ９ha 

準工業地域            ３１ha 

工業専用地域           ４８ha 

   計            ６２３ha 

 

[ 変  更 ] Ｈ  ６． １．２８    （埼玉県告示第１４６号）   

 ・線引き拡大により無指定を第１種住居専用地域へ変更 

 ・住居地域の一部を商業地域及び近隣商業地域へ変更 

第１種住居専用地域         ２７０ha 

第２種住居専用地域          ３５ha 

住居地域             ２３３ha   

近隣商業地域                 ５ha 

商業地域              １３ha  

準工業地域             ３１ha 

工業専用地域            ４８ha 

      計             ６３５ha   

 

[ 変  更 ] Ｈ  ７．１０．１３   （埼玉県告示第１３６２号）   

           ・住居系用途地域の細分化 

第１種低層住居専用地域      ２６９ha 

第２種低層住居専用地域        ４ha 

第１種中高層住居専用地域    ３０ha 

第２種中高層住居専用地域      ６ha   

第１種住居地域               １９９ha 

準住居地域                     ３０ha 

近隣商業地域                ５ha 

商業地域             １３ha  

準工業地域            ３１ha 

工業専用地域              ４８ha 

      計              ６３５ha   

 

  



５ 

 

[ 変  更 ] Ｈ １１．１．１９   （埼玉県告示第１０６号）   

           ・第１種低層住居専用地域の一部が第１種中高層住居専用地域、 

   第１種住居地域及び準住居地域へ変更 

第１種低層住居専用地域      ２５７ha 

第２種低層住居専用地域        ４ha 

第１種中高層住居専用地域    ３７ha 

第２種中高層住居専用地域      ６ha   

第１種住居地域               ２００ha 

準住居地域                     ３３ha 

近隣商業地域                ５ha 

商業地域             １３ha  

準工業地域            ３１ha 

工業専用地域              ４８ha 

      計              ６３４ha   

  

[ 変  更 ] Ｈ １７．３．１１   （埼玉県告示第５１５号）   

           ・第１種住居地域の一部を第１種低層住居専用地域へ変更 

第１種低層住居専用地域      ２５８ha 

第２種低層住居専用地域        ４ha 

第１種中高層住居専用地域    ３７ha 

第２種中高層住居専用地域      ６ha   

第１種住居地域               １９９ha 

準住居地域                     ３３ha 

近隣商業地域                ５ha 

商業地域             １３ha  

準工業地域            ３１ha 

工業専用地域              ４８ha 

      計              ６３４ha   

 

  



６ 

 

[ 変  更 ] Ｈ ３０．３．１ （蓮田市告示第２９号）   

           ・第１種低層住居専用地域及び第１種住居地域の各一部を 

   第２種住居地域へ変更 

第１種低層住居専用地域      ２５５ha 

第２種低層住居専用地域        ４ha 

第１種中高層住居専用地域    ３７ha 

第２種中高層住居専用地域      ６ha   

第１種住居地域               １９６ha 

第２種住居地域          ６ha 

準住居地域                     ３３ha 

近隣商業地域                ５ha 

商業地域             １３ha  

準工業地域            ３１ha 

工業専用地域              ４８ha 

      計              ６３４ha   

  



７ 

 

（３）建築確認申請等について 

●建築基準法施行   Ｓ２５．１１．２３ （法律第２０１号） 

●建築確認全域指定 Ｓ２６．  ３．  ６ （県告示第９２号） 

     [当 時 蓮 田 町 ] 

明治２２年の町村制施行により蓮田村・閏戸村・貝塚村を合併し「綾瀬村」が誕生。 

昭和９年に町制を施行し、綾瀬村から「蓮田町」へ名称変更。 

昭和２９年に蓮田町、黒浜村、平野村が合併し、新しい「蓮田町」が誕生。 

昭和３１年に岩槻市大字川島及び大字馬込の一部が編入され現在の行政区域へ。 

●建築確認除外区域指定 Ｓ３２．１２．２０ （県告示第８２１号） 

（都市計画区域の決定により） 

              [元黒浜村]  黒浜・江ケ崎・南新宿・城・笹山 

              [元平野村]  根金・井沼・駒崎・上平野・高虫 

●建築確認除外区域解除  Ｓ４４．  ３．  １ （埼玉県告示第１９０号） 

              [元黒浜村]  黒浜・江ケ崎・南新宿・城・笹山 

              [元平野村]  根金・井沼・駒崎・上平野・高虫 

●限定特定行政庁の設置  Ｓ６１．１０．  １ （市告示第４７号） 

●白地地域の建築形態規制 Ｈ１６． ５． １ （県告示第２２７６号） 

       ※次頁参照 

                                             

○都市計画区域の指定 Ｓ３２．１２． ９ （市全域を指定） 

○区域区分の指定    Ｓ４５． ８．２５ （開発許可制度の開始） 

○開発許可制度の改正  Ｈ ５． ６．２５ （市街化区域の開発許可対象面積 

       1,000 ㎡以上から 500 ㎡以上へ） 

○開発行為等許可事務 Ｈ１８． ４． １ （県から市へ権限移譲） 

 

  



８ 

 

 （４）建築形態規制 

　　　　　　　　規制内容
　用途地域

容積率 測定高さ
10ｍを

超える範囲

80% （一） ２時間

100% （二） 2.5時間

150% （一） ２時間
200% （二） 2.5時間

近隣商業地域 200% （二） ３時間
商業地域 ‐

準工業地域 200% ４ｍ （二） ３時間
工業地域 ‐

工業専用地域 ‐
100% （二） 2.5時間

高さ
制限

道路斜線 隣地斜線
前面道路幅
員による容
積率の制限

22条区域

a1
50/100

a2
60/200

b2
70/200

勾配１．５
（適用距離
２０ｍ）

３１ｍ
+２．５

0.6

指定なし無指定地域 -

勾配１．２５
（適用距離
２０ｍ）

２０ｍ
+１．２５

-

0.4

0.6
商業地域

準工業地域
工業地域

工業専用地域

近隣商業地域

-
勾配１．５
（適用距離
２０ｍ）

３１ｍ
+２．５

-

３時間

　　　　　　　　　　　制限内容
　用途地域

北側斜線

第１種低層住居専用地域
第２種低層住居専用地域

１０
ｍ

勾配１．２５
（適用距離
２０ｍ）

-
５ｍ

+１．２５

0.4
指定あり
（防火地

域・準防火
地域を除く
全区域）

第１種中高層住居専用地域
第２種中高層住居専用地域

-
２０ｍ

+１．２５

日影規制を
定めている

ため、対象外
第１種住居地域
第２種住居地域

準住居地域

-

無指定地域 高さ１０ｍ超 ４ｍ
４時間

200% （三） ５時間

高さ１０ｍ超 ５時間
-
-

（一） ４時間 2.5時間

５時間
-

１．日影規制

２．斜線制限

対象建築物
5ｍを超え10ｍ以下

の範囲

第１種低層住居専用地域
第２種低層住居専用地域

軒高７ｍ超
又は

地上３階以上

１．５ｍ
３時間

４時間

第１種中高層住居専用地域
第２種中高層住居専用地域

高さ１０ｍ超 ４ｍ

３時間
４時間

第１種住居地域
第２種住居地域

準住居地域

200%
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（５）白地地域（市街化調整区域）の建築形態規制（H16.5 施行） 

    都市計画区域のうち白地地域（蓮田市の場合、市街化調整区域）の土地利用の実態

に即した仕組みを作るとともに、適用可能なメニューを追加し、低容積の規制等を可

能とするため、平成 12 年 5 月 19 日に「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する

法律」が公布、平成 13 年 5 月 18 日に施行され、建築物にかかる制限（容積率、建ぺ

い率等）を定めることになった。 

⇒ 蓮田市の場合､市街化調整区域 2,094ha が該当。（市域の約 3/4） 

 

●蓮田市内の建築形態規制値（H16.5.1 から適用） 

   Ａ～Ｅ･････平成 15 年 11 月 21 日埼玉県告示第 2276 号（根拠：建築基準法） 

    Ｆ ･････平成 15 年 7 月 15 日埼玉県条例第 73 号（根拠：埼玉県建築基準法施行条例） 

 

  

 

区 域 

Ａ 

容 

積 

率 

Ｂ 

前面道

路容積

率算定

係数 

Ｃ 

建ぺ

い率 

Ｄ 

道路 

斜線 

Ｅ 

隣地 

斜線 

Ｆ 

日影 

規制 

改正

前 

市街化調整区域全

域 
400％ 0.6 70％ 

勾配  

1.5 

31m+ 

勾配 2.5 
－ 

改正

後 

①集団農地等 100％ 0.4 50％ 
勾配 

1.25 

20m+ 

勾配 1.25 

高さ 10m 超 
測定面 4ｍ 
4ｈ、2.5ｈ 

②既存の集落 200％ 0.4 60％ 
勾配 

1.25 

20m+ 

勾配 1.25 
高さ 10m 超 

測定面 4ｍ 

5ｈ、3ｈ 

③工場立地地区 200％ 0.6 70％ 
勾配 

1.5 

31m+ 

勾配 2.5 
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２ 建築・開発事務 

（１）建築・開発事務の沿革・組織図 

 

●沿   革 

    ・建築用地課として課が発足  Ｓ５１．  ４．１   

    ・建築課となる          Ｓ５２．  ４．１ 建築係 

    ・限定特定行政庁として発足   Ｓ６１．１０．１ 審査係・営繕係 

     （建築基準法第９７条の２第１項） 

    ・建築指導課        Ｈ１８. １１. １ 建築指導係 

               開発指導係 

営繕係 

Ｈ２３． ４．１ 建築指導担当 

開発指導担当 

営繕担当 

Ｈ３１． ４．１ 建築指導・空き家対策担当 

開発指導担当 

営繕担当 

 

●組 織 図（令和５年４月１日現在） 

               道路課           建築指導・空き家対策担当（３人） 

               都市計画課              ※１人は開発指導担当と兼任 

    都 市 整 備 部     建築指導課（７人）    開発指導担当（３人） 

               産業団地整備課      営繕担当   （１人） 

                西口再開発課 

 

 

●任命建築主事  １名（副主幹） 
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（２）事務分掌 

 

係 名 事  務  分  掌 

建築指導担当 

 

１. 建築基準法に基づく申請書、届出書等の受付、審査、検査及び進達並び

に確認済証、許可通知書等の交付に関すること。 

２．建築基準法に基づく指定道路に関すること。 

３．埼玉県建築審査会との連絡に関すること。 

４．違反建築物の是正指導及び措置に関すること。 

５．建築相談に関すること。 

６．建築統計及び諸報告に関すること。 

７．埼玉県屋外広告物条例に基く広告塔、広告板等の許可申請に関すること。 

８．優良住宅に関すること。 

９．景観法及び埼玉県景観条例に基づく届出等に関すること。 

１０．応急危険度判定に関すること。 

１１. 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定等に関すること。 

１２. 埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届出書等の受付及び進達に関する

こと。 

１３．蓮田市建築行為に係る後退用地の整備要綱に基づく申請書等の受付及び

報償金の交付に関すること。 

１４．建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出書等の受理

並びに助言、勧告、命令等に関すること。 

１５．長期優良住宅の認定に関すること。 

１６．建築物省エネ法に基づく届出に関すること 

１７. 蓮田市既存建築物耐震診断補助金交付要綱に基づく申請書等の受付及び

補助金の交付に関すること。 

１８. 蓮田市既存建築物耐震改修補助金交付要綱に基づく申請書等の受付及び

補助金の交付に関すること。 

１９. 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定等に関すること。 

２０．空き家等対策に関すること。 

２１．課内の庶務に関すること。 

 

開発指導担当 

 

１．都市計画法に基づく開発行為の許可等に関すること。 

２．違反開発の是正指導及び措置に関すること。 

３．開発行為等に関する事前協議その他開発指導に関すること。 

４．都市計画法第５３条の許可に関すること。 

５．優良宅地の認定等に関すること。 

６．国土利用計画法に基づく届出に関すること。 

 

営繕担当 

 

１．市有建築物の営繕に関すること。 

２．市有建築物の設計及び監督に関すること。 

３．公営住宅に関すること。 

４．マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づくマンション建替組

合設立の認可等に関すること。 

 

 

 



１２ 

 

（３）令和４年度決算 

●歳  入         （単位：千円） 

細  節 金  額 説  明 

建築確認等申請手数料 ５３９ ４号建築物 

屋外広告物許可手数料 ３９８ 敷地内広告物のみ 

諸証明手数料（建築） ２４６  

長期優良住宅認定手数料 ６９５  

低炭素建築物認定手数料 ５３  

建築物エネルギー消費性能向上

計画認定手数料 
３０  

諸証明手数料（開発） ５６  

開発行為許可等申請手数料 ２，７５２  

防災・安全交付金 ０ 耐震診断、耐震改修 

建築確認申請等調査事務委託金 ８ 県進達 

埼玉県建築動態統計調査交付金 ９ 着工統計報告 

計 ４，７８５  

   

   ●歳  出         （単位：千円） 

節 金 額 説  明 

07 報償費 ４，１１５ 分筆登記報償金・後退用地費 

08 旅費 １ 各種会議等の交通費 

10 需用費 ４２８ 消耗品費 

11 役務費 ７０ 
特定行政庁団体賠償責任保険 

自動車損害賠償保険 

12 委託料 ２７５ 
開発行政情報処理システム保守業務 

建築行政情報処理システム保守等業務 

13 使用料及び賃借料 ３５６ 
自動車借上料 

積算システム単価データ利用料 

18 負担金補助及び交付金 １９６ 
耐震診断補助 

建築各種会議負担金 

計 ５，４４１  
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（４）令和５年度予算 

●歳  入         （単位：千円） 

細  節 金  額 説  明 

建築確認等申請手数料 ６２ ４号建築物 

屋外広告物許可手数料 ２４０ 敷地内広告物のみ 

諸証明手数料（建築） １６０  

長期優良住宅認定手数料 ４００  

低炭素建築物認定手数料 ２５  

諸証明手数料（開発） ５２  

開発行為許可等申請手数料 １，９８５  

防災・安全交付金 ２００ 耐震診断、耐震改修 

建築確認申請等調査事務委託金 ７ 県進達 

埼玉県建築動態統計調査交付金 ７ 着工統計報告 

計 ３，１３８  

   

   ●歳  出         （単位：千円） 

節 金 額 説  明 

07 報償費 ６，２００ 分筆登記報償金・後退用地費 

08 旅費 ３０ 各種会議交通費 

10 需用費 ３８０ 消耗品費 

11 役務費 ５８ 特定行政庁団体賠償責任保険 

12 委託料 ６４８ 
開発行政情報処理システム保守業務 

建築行政情報処理システム保守等業務 

13 使用料及び賃借料 ３３９ 
積算システム単価データ利用料 

有料道路通行料 

18 負担金補助及び交付金 ４７５ 
耐震診断補助、耐震改修補助 

建築各種会議負担金 

計 ８，１３０  
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Ⅱ 建築行政関係業務 

１ 建築確認・計画通知・建築許可 

（１）建築確認の傾向 

昭和５０年頃の緑町・椿山地区、昭和５５年頃の西新宿・西城地区、そして昭和６１年

頃の関山４丁目地区（雪印工場跡地）と、民間の大規模宅地開発（西新宿・西城は区画整

理）により建築確認申請件数が多い年には１０００件を越える時期が昭和６３年まで続い

ていた。 

しかし、平成に入ると民間の大規模開発の完成とともにバブル経済の崩壊が重なり、６

００件程度まで減少した。その後は公庫金利の低下の影響等から平成６年度には７５０件

まで件数を増やしたが、平成７年度以降、減少に転じ、平成１０年度から５００件を下回

る状況となった。平成１０年度から平成１７年度までは４５０件程度で推移するが、平成

１８年度以降再び減少に転じた。平成２０年度には１００年に一度の世界的金融危機と言

われるリーマンショックが発生し、平成２０年度、２１年度には３００件を下回った。  

平成２２年度以降は、消費増税前の駆け込み需要などの要因による増減はみられたもの

の、概ね３００件から４００件の間で推移してきたが、令和元年度は約２５０件と２００

０年以降で最も少ない件数であった。 

    また、平成１１年５月１日に指定確認検査機関制度ができ、建築確認及び検査が民間の

検査機関でも行えるようになった。この制度に伴い、民間の検査機関で処理する確認件数

が徐々に増え、令和３年度においては当市（限定特定行政庁）の業務にあたる４号建築物

（建築基準法第 6 条第 1 項第 4 号）の約９８パーセントを処理している。 
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（２）人口推移と建築確認申請件数（計画変更を除く） 
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H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

４号建築物 １～３号建築物 計 人口

（人口は各年度の１月１日現在） 

 ●確認を要する建築物（建築基準法第 6 条第 1 項） 

1 号建築物：特殊建築物（建築基準法別表第 1(い)欄の用途のもの）かつ床面積＞200m²

(令和元年 6 月 1 日法律改正により 100 ㎡→200 ㎡へ改正) 

2 号建築物：木造かつ階数≧3、延面積＞500m²、H＞13m、軒 H＞9m のどれかにあてはま

るもの 

3 号建築物：木造以外かつ階数≧2、延面積＞200m²のどれかにあてはまるもの 

4 号建築物：上記以外のもの 

 

＜参 考＞ 

2008 年(H20)  リーマンショック 

2014 年(H26)4 月 消費税率 8％へ。 

2019 年(R1)10 月 消費税率 10%へ。 
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（３）建築確認検査機関別の申請件数（4 号建築物のみ。計画変更を除く。）  
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 蓮田市では、昭和 61 年 10 月 1 日（蓮田市告示第 47 号）に建築基準法第 97 条の 2 の

規定による建築主事を置き、限定特定行政庁となり、木造住宅などの小規模建築物（4 号

建築物）について、建築基準法に基づく建築確認をはじめとする事務のほか、その他関

係法令に基づく事務を行っている。 

平成 11 年 5 月 1 日に指定確認検査機関制度ができ、建築確認及び検査が民間の検査機

関でも行えるようになったことにより、平成 22 年以降は指定確認検査機関への申請が 9

割以上を占めている。 

蓮田市（限定特定行政庁）への建築確認申請件数は減っているが、窓口での相談業務

（建築基準法に関するものや建築物全般に関する問合せ等）、市内で建築確認がされた全

ての建築物等の現地確認、違反建築物に対する違反指導など、建築確認以外の業務につ

いては、引き続き蓮田市（限定特定行政庁）が業務を担っている。 
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（４）用途別確認申請件数 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

専用住宅 311 255 243 330 308 249 363 246 319 341 305 280 211 266 266 308

共同住宅 18 7 5 0 7 8 10 4 7 11 10 30 20 11 15 9

建築設備
・工作物

12 6 2 7 2 3 2 3 0 0 1 4 0 1 0 5

その他 43 30 32 29 38 34 46 43 30 31 35 22 23 12 15 30

計画変更 33 17 25 35 24 33 36 33 16 30 18 25 22 17 15 27

計 417 315 307 401 379 327 457 329 372 413 369 361 276 307 311 379
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（５）用途別確認申請件数（４号建築物のみ） 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

専用住宅 242 198 200 286 264 199 321 198 290 306 272 253 186 246 242 281

建築設備
・工作物

0 1 1 3 1 2 1 3 0 0 1 2 0 1 0 5

その他 24 17 13 15 21 19 27 20 14 14 19 24 31 15 14 19

計画変更 25 13 12 22 19 24 22 24 7 17 14 13 14 9 16 21

計 291 229 226 326 305 244 371 245 311 337 306 292 231 271 272 326
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（６）完了検査申請件数・実検査率（４号建築物のみ） 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

市 22 28 20 11 21 15 19 17 7 3 9 6 2 2 3 8

指定機関 209 168 129 187 214 212 275 271 233 309 247 284 230 236 244 278

計 231 196 149 198 235 227 294 288 240 312 256 290 232 238 247 286  
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（７）計画通知件数（４号建築物のみ） 
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（８）建築許可件数（４号建築物のみ） 
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２ 道路位置指定 

道路位置指定とは、建築基準法第４２条第１項第５号の規定により、特定行政庁からそ

の位置の指定を受けた幅員４メートル以上の道路のことである。 

（１）指定等の件数 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

指定 1 1 4 2 3 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 2

廃止 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  

 

（２）指定等の延長（単位：ｍ） 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

指定 21.9 34.8 171.3 64.7 103.0 0.0 93.3 0.0 20.9 62.1 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 75.9

廃止 26.2 30.0 0.0 10.8 21.5 0.0 64.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0  
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３ 後退用地等の整備要綱（H3.4 施行） 

建築主等の理解と協力のもとに、建築行為時などに建築基準法第４２条第２項道路（幅

員４ｍ未満）の市道の後退部分（道路中心線から２ｍの範囲）を市に寄付採納していただ

き、良好な生活環境の向上をはかるため、平成３年４月に『蓮田市建築行為に係る後退用

地の整備要綱』を施行した。その後、平成１３年１０月に報償金の改定を行った。 

   ＜適用の範囲＞ 

    ・建築基準法第４２条第２項の規定による道路（市道のみ）の後退用地 

    ・上記道路にかかる隅切りの用地  ・その他市長が特に必要と認めるもの 

   ＜報償金＞ 

    ・測量、分筆登記費用 実際に要した金額で１件当たり１２万円を限度 

    ・後退用地  一敷地の後退用地の合計面積により決定 

    ①市街化区域 （１㎡未満１万円～20 ㎡以上２３万円） 

    ②調整区域 （１㎡未満１万円～20 ㎡以上１４万円） 

    ・隅切り用地  １ヶ所ずつ算定（角度 120°以上の場合は隅切り不要） 

    ①市街化区域 （１１万円／ヶ所） 

    ②調整区域 （６万円／ヶ所） 

（１）寄付件数 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

後退 32 35 26 32 33 35 34 33 41 38 33 32 23 27 23 21

隅切り 7 6 5 4 4 5 5 4 6 8 5 6 6 1 6 1
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（２）寄付面積（単位：㎡） 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

面積 352.08 475.20 247.27 337.45 430.34 453.65 494.96 402.87 439.15 350.85 384.77 380.34 375.31 189.38 315.04 251.07
 

 

 

 

（３）報償金支払額（単位：千円） 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

面積 6,379 7,933 5,460 6,858 7,419 7,390 7,348 6,381 7,468 7,810 6,360 6,538 4,393 4,920 5,415 4,115
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４ 建設リサイクル法（H14.5 施行） 

建設資材の分別解体等と再資源化等を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図る

ため、平成１４年５月３０日に『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』が施行さ

れた。対象建設工事について、発注者には工事着手の 7 日前までに知事等へ工事計画の事前

届出が、受注者には特定建設資材の分別解体等と特定建設資材廃棄物の再資源化等などが義

務付けられている。 

＜対象建設工事＞ 

建築物の解体工事    床面積の合計 80 ㎡以上 

建築物の新築・増築工事   床面積の合計 500 ㎡以上 

建築物の修繕・模様替工事（リフォーム等） 請負代金の額 1 億円以上 

建築物以外の工作物の工事（土木工事等） 請負代金の額 500 万円以上 

 

（１）届出件数（４号建築物のみ） 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
解体 96 81 81 94 74 104 106 66 79 90 94 94 86 94 113 88
新築 5 0 0 0 1 0 0 1 3 5 3 4 0 2 1 2
計 101 81 81 94 75 104 106 67 82 95 97 98 86 96 114 90  

（２）届出件数グラフ 
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５ 長期優良住宅（H21.6 施行） 

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅の普及の促進を目的とし

て、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成 21 年 6 月 4 日に施行された。 

長期優良住宅の建築主等は、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全

に関する計画を蓮田市（4 号建築物のみ）へ申請して認定を受けることができる。 

長期優良住宅は、一般の住宅よりも建設コストが高くなるため、認定を受けた住宅に対し

ては、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の優遇税制制度が設けられている。 

＜長期優良住宅の要件＞ 

・長期に使用するための構造と設備がある（劣化対策、耐震性、省エネ性 等） 

・居住環境等へ配慮されている（地区計画・景観計画に適合） 

・一定面積以上の住戸面積がある（戸建て住宅 75 ㎡以上、共同住宅等 55 ㎡以上） 

・維持保全の期間と方法を定めている 

（１）認定件数（４号建築物のみ） 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
新築 16 41 31 32 58 49 47 62 47 61 54 61 55 80

変更(計画) 0 0 0 1 1 1 0 0 7 1 0 1 3 1
変更(譲渡) 0 0 1 0 0 4 8 22 17 25 22 21 28 23

計 16 41 32 33 59 54 55 84 71 87 75 83 86 104

 

（２）認定件数グラフ 
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６ 低炭素建築物（H24.12 施行） 

低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関

する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与するこ

とを目的とし、低炭素建築物新築等計画を認定する制度が「都市の低炭素化の促進に関する

法律」により創設され、平成 24 年 12 月 4 日より施行された。 

低炭素建築物は、市街化区域等において新築等を行う場合に認定が受けられるもので、「省

エネルギー性に関する基準」、「節水対策等の低炭素化に資する措置」等を満たすことが必要

となる。 

長期優良住宅と同様に、この低炭素建築物も一般の建築物より建設コストが高くなるため、

所得税減税等の優遇を受けることができる。 

（１）認定件数（４号建築物のみ） 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

新築 1 55 5 14 12 23 7 8 5 14 4

変更(計画) 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0

計 1 56 5 14 12 23 8 8 7 14 4
 

（２）認定件数グラフ 
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７ 建築物省エネ法（H28.4 施行） 

社会情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることか

ら、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、平成 27 年 7 月に「建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律」が公布され、平成２８年４月１日に施行された。 

建築物省エネ法は、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準

に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。 

誘導措置は平成２８年４月に、規制措置は平成２９年４月に施行された。 

＜規制措置（義務）の対象＞ 

・非住宅建築物 300 ㎡以上の新築は、適合義務（適合性判定） 

・建築物 300 ㎡以上の新増築（住宅）は、届出義務 

＜誘導措置の対象＞ 

 ・建築物の新築・増築・改築・修繕・空気調和設備の設置・改修（性能向上計画認定） 

（１）認定件数（４号建築物のみ） 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 備考

適合 0 0 0 0 0 0 0

届出 0 5 5 11 5 0 3 共同住宅、長屋

認定 0 0 0 1 0 1 6 一戸建ての住宅

計 0 5 5 12 5 1 9
 

（２）認定件数グラフ 
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８ 景観法（H16.12 施行）・埼玉県景観条例（H20.4 施行） 

景観法が平成 16 年 6 月 18 日に公布、平成 17 年 6 月に完全施行され、埼玉県景観条例（全

部改正）が平成 19 年 7 月に公布、平成 20 年 4 月 1 日に施行されました。これに伴い、景観

法及び埼玉県景観条例等に基づく大規模建築物等を新築、増改築、移転、あるいは大規模の

修繕、模様替え、色彩の変更を行う場合に、埼玉県知事へ届出書等の提出をするものです。 

埼玉県が行う事務の権限委譲を条例施行日と同じ平成 20 年 4 月 1 日に受け、届出の受理等

の事務を蓮田市で行うことになった。 

＜届出対象行為等＞ 

・対象区域は、蓮田市内全域(一般課題対応区域) 

市街化区域は「都市区域」、市街化調整区域は「田園区域（関越道東側）」に区分 

・対象行為は、建築物・工作物の高さ 15ｍ超又は建築面積 1,000 ㎡超の新増改築･移転 

各立面の 1/3 以上の外観・色彩を変更する行為 

   ・審査対象は、色彩（色相、明度、彩度）、デザイン（屋外階段、屋上設備、植栽）等  

（１）届出件数 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

届出 9 3 3 2 6 2 1 4 2 4 6 3 2 3 2

通知 1 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0

計 10 5 4 2 6 4 2 5 2 5 6 3 2 4 2

 

（２）届出件数グラフ 
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９ 屋外広告物（法 S50.6 施行、県条例 S50.9） 

屋外広告物等について必要な規制を行い、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する

危害を防止するため、昭和 50 年 9 月に埼玉県屋外広告物条例が施行された。 

屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって

」、「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表

示されたもの」をいい、設置する場合は知事の許可を受けなければならない。（自家広告物や

管理用広告物は一定の緩和があります）。 

建築指導課では、県知事からの事務委譲に基づき、屋外広告物の許可等に関する事務の一

部を平成 18 年 11 月 1 日から行うことになった。取り扱う屋外広告物は、建築物を利用した

広告物及び独立広告で、道路占用許可を受けないもの。 

（１）申請件数 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

新規 6 8 15 7 12 11 13 4 25 7 17

更新 18 24 13 14 24 29 18 22 23 18 22

変更・改造 1 5 1 4 6 2 11 5 2 9 7

計 28 48 36 16 25 25 37 29 25 42 42 42 31 50 34 46  

（２）申請件数グラフ 
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１０ 木造住宅の耐震診断（H22.4 施行）・耐震改修（H23.4 施行） 

（１）蓮田市建築物耐震改修促進計画 

    蓮田市内の既存建築物のうち昭和５６年５月３１日以前の基準（旧耐震基準）で建築さ

れた建築物の耐震改修を促進させる目的で平成２２年３月に『蓮田市建築物耐震改修促進

計画』を策定した。 

この中で、建物所有者に対して耐震診断や耐震改修に対する費用負担の軽減のための制

度の構築などの必要な施策を講じることを定めた。特に、旧耐震基準で建築された木造住

宅の耐震改修を促進するため、耐震診断・耐震改修補助の制度を創設した。 

 

（２）耐震診断補助（H22.4.1 施行） 

旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震改修を促進させる具体的施策の一つとして、平

成２２年３月に『蓮田市既存建築物耐震診断補助金交付要綱』を制定した。 

＜対象建築物等＞ 

 ・地上２階建て以下の木造一戸建て住宅又は併用住宅 

 ・昭和 56 年 5 月 31 日以前の旧耐震基準で建築されたもの 

・補助金額は、耐震診断に要した費用の１／２かつ上限５万円 

●補助件数 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

申請 0 4 5 2 2 2 6 2 3 1 0 0 1

 

●補助件数グラフ 
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（３）耐震改修補助（H23.4.1 施行） 

耐震診断の結果、耐震改修が必要な建築物に対して 平成２３年４月に『蓮田市既存建

築物耐震改修補助金交付要綱』を制定した。 

木造住宅の耐震診断の結果、上部構造の総合評点が 1.0 未満又は地盤若しくは基礎が安

全でないと診断された建築物について、改修に要する費用を補助する。 

    なお、耐震改修を行うことで、所得税や固定資産税に対する優遇措置が設けられている。 

＜対象建築物等＞ 

 ・地上２階建て以下の木造一戸建て住宅又は併用住宅 

 ・昭和 56 年 5 月 31 日以前の旧耐震基準で建築されたもので、 

①耐震診断の結果、上部構造評点 1.0 未満を耐震改修工事で 1.0 以上とするもの 

②耐震診断の結果、地盤若しくは基礎を耐震改修工事で安全にするもの 

・補助金額は、耐震改修工事要した費用の２３％かつ上限３０万円 

●補助件数 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

申請 3 4 1 1 1 4 2 2 1 0 0 0

 

●補助件数グラフ 

 

   

＜参考＞ 

   平成 23 年 3 月 11 日 東日本大震災 （マグニチュード 9.0、最大震度 7） 

   平成 28 年 4 月 14 日 熊本地震 （マグニチュード 7.3、最大震度 7） 

   平成 30 年 6 月 18 日 大阪府北部地震 （マグニチュード 6.1、最大震度 6 弱） 

3

4

1 1 1

4

2 2

1 0 0 0
0

1

2

3

4

5

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

申請
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Ⅲ 開発行政関係業務 

１ 開発行為等許可 

（１）開発許可制度について 

開発許可制度は、昭和３０年代後半以降の急激な都市化と市街地の無秩序な開発が全国的

な課題となったことから、その方策として都市計画の根幹を為す線引き制度とそれを補完す

る制度として、昭和４３年の都市計画法の全部改正の際に導入された。 

その後、平成に入り都市型社会が安定成熟する中で、平成１２年４月に地方分権一括法が

施行されたことに伴い、地域の実情に応じた合理的な規制を柔軟に行う必要性が生じた。そ

こで、平成１２年５月の都市計画法の改正によって、市街化調整区域内での開発行為等の立

地基準の一部を地方自治体が予め条例で定めることにより、各自治体の裁量で処分できる制

度が盛り込まれた。この新たな制度に基づき、当時の開発許可権者である埼玉県は、平成１

５年６月１日に同制度に基づく条例を施行した。  

当市では、地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、埼玉県から開発許可

事務の権限の移譲を受け、平成１８年４月１日に事務処理市として当該事務を行うこととな

り、開発許可等に関し必要な事項を定めた市条例を平成１８年４月１日に施行した。 

その後、平成１８年５月の都市計画法の改正により、平成１９年１１月から市街化区域で

の用途規制の強化の他、市街化調整区域内についても大規模集客施設、公益施設及び公共施

設等の立地規制の強化が行われたことから、現在、当市でも、この改正法の趣旨を担保する

運用を行っている。 

なお、令和４年度の開発行為許可の申請件数は４７件であり、区域区分別では、市街化区

域内が１２件、市街化調整区域内は３５件となっている。市街化区域内については、有料老

人ホーム１件、長屋住宅１件、分譲住宅９件、倉庫１件であった。市街化調整区域内の３５

件については、すべて市条例の基準に基づくもののみとなっている。平成２７年１０月に見

直した条例施行規則第３条に基づく流通業務施設及び工業施設の個別指定については、平成

２８年度に１件、平成２９年度に２件、平成３０年度に２件、令和元年度に２件の計７件を

区域指定した。 

過去の申請件数の推移は、概ね減少傾向にある。 

 

【参考】旧住宅地造成事業に関する法律（昭和 39 年法律第 160 号）による事業認可区域 

                ・浮張団地（S44.12.25 No.88 22,627 ㎡） 

                ・椿山団地（S45. 8.24 No.54 444,884.29 ㎡） 
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（２）開発許可等の基準別の主な内容 

①開発行為許可申請（都市計画法第 29 条関係） 

区画形質の変更を伴う建築行為（開発行為）を行う場合に必要となる手続き。  

 

②開発許可の特例協議申出（都市計画法第 34 条の 2 関係） 

国・都道府県等が開発許可を要する建築行為を行う場合に必要となる手続き。  

 

③変更の許可申請（都市計画法第 35 条の 2 関係） 

開発許可の内容を工事完了前に変更して建築行為を行う場合に必要となる手続き。  

 

④予定建築物以外の建築物許可申請（都市計画法第 42 条関係） 

開発許可の建築物の用途を工事の完了後に変更する場合に必要となる手続き。 

 

⑤開発許可を受けた土地以外の建築等許可申請（都市計画法第 43 条関係） 

開発行為を伴わない建築行為や建築物の用途を変更する場合に必要となる手続き。 

 

⑥国・都道府県等が行なう建築行為協議申出（都市計画法第 43 条第 3 項関係） 

国・都道府県等が開発行為を伴わない建築行為等をする場合に必要となる手続き。 

 

⑦開発許可に基づく地位の承継承認（都市計画法第 45 条関係） 

開発許可の取得者以外の者が開発工事を行なう場合に必要となる手続き。 

 

⑧適合証明書申請（都市計画法施行規則第 60 条関係） 

建築行為を行う際に都市計画法へ適合の確認を要する場合に必要となる手続き。 
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（３）開発許可等の基準別申請件数 

№ 法令 許可名称等 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

① 法29条 開発行為許可 72 58 60 49 68 59 52 43 56 46 53 35 55 47

② 法34条の2
開発許可の特例協
議

2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

③ 法35条の2 変更の許可 16 16 14 13 17 14 16 14 11 12 8 10 7 13

④ 法42条
予定建築物以外の
建築物許可

5 8 5 7 8 5 7 5 3 4 5 2 8 1

⑤ 法43条
開発許可を受けた土
地

14 25 16 20 27 16 17 13 19 11 11 21 13 19

⑥ 法43条3項 建築行為の協議 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1

⑦ 法45条 地位の承継承認 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1

⑧ 省令60条 適合証明書 100 116 121 114 147 104 105 83 112 97 94 88 104 102

計 207 224 216 203 267 199 197 159 201 170 171 156 187 184
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（４）開発許可(法 29 条)区域区分別申請件数 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

市街化区域 9 5 7 6 18 7 8 12 18 12 9 5 9 12

市街化調整区域 63 53 53 43 50 52 44 31 38 34 44 30 46 35

計 72 58 60 49 68 59 52 43 56 46 53 35 55 47
 

 

 

（５）開発許可(法 29 条)立地基準別申請件数（※市街化調整区域） 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

法34条11号 2 1 2 0 3 1 3 2 4 2 1 0 4 1

法34条12号 58 51 50 39 44 44 37 27 30 32 42 30 41 34

その他 3 6 1 4 3 7 4 2 4 0 1 0 1 0

計 63 58 53 43 50 52 44 31 38 34 44 30 46 35  
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（６）建築等許可(法 43 条)立地基準別申請件数（※市街化調整区域） 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

令36条1項3号ロ
（11号）

1 5 4 5 4 1 3 3 5 5 3 3 3 4

令36条1項3号ハ
（12号）

13 20 12 14 22 14 14 8 14 6 8 18 10 13

その他 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3

計 14 25 16 20 27 16 17 11 19 11 11 21 14 20
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２ 市条例に基づく区域指定 

都市計画法第 34 条第 11 号及び第 12 号は、開発許可権限を有する自治体が定める条

例により、市街化調整区域において区域、目的、予定建築物の用途を定めて開発許可

することができる旨を規定している。 

蓮田市では、蓮田市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例（以下「市

条例」という。）において、①11 号区域の指定、立地可能な建築物の用途、②12 号区

域（既存集落）の指定、③12 号区域（産業系）の指定、立地可能な建築物の用途につ

いて規定している。 

（１）11 号区域の指定、立地可能な建築物用途【市条例第 3 条第 1 項、第 4 条】 

市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一

体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね 50 以上の建築

物が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、市の条例で指定する土地

の区域内において行う開発行為で、予定建築物の用途が、開発区域及びその周辺の地

域における環境の保全上支障があると認められる用途として市の条例で定めるものに

該当しないもの。 

（２）12 号区域(既存集落)の指定【市条例第 5 条第 1 項第 2 号】 

おおむね 50 以上の建築物が連たんしている地域のうち、建築物の敷地がおおむね

50m 以内の間隔で存している地域のうち、市長が指定した区域。 

（３）12 号区域(産業系)の指定、立地可能な建築物用途【市条例第 5 条第 1 項第 1 号】 

開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化

区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令

で定める基準に従い、市の条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたもの。 

●区域指定状況 

 区域区分 区域指定 指定面積 指定日 

市街化区域 634ha    

市街化調整区域 2,094ha 11 号区域 23ha H15.8.1 

  12 号区域(集落) 1,287ha H15.6.1 

  12 号区域(産業系) 106ha 市マス 

※11 号区域と 12 号区域(産業系)の区域は、12 号区域(集落)と一部重複する。 

※12 号区域(産業系)の面積は、市マスで定める区域。案件毎に個別に指定する。
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●区域指定図（一部抜粋） 
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＜市の上位計画で定める区域＞ 

・大字根金、井沼及び閏戸の各一部 

＜指定要件＞ 

・建築敷地面積…０．１ｈａ以上。 

・予定建築物高…２５メートル以下 

・市の上位計画と整合していること 

・区域周辺住民への周知 

・道路・排水・上水要件等あり。 

＜建物用途＞ 

・工場、倉庫又は荷さばき場 

（※一部適用できない建築用途あり） 

３ 12 号区域（産業系）の指定 

（１）区域指定制度 

根金地区周辺（大字根金、井沼及び閏戸の各一部）は、平成１５年に埼玉県の条例

で、当時の都市計画法第３４条第８号（現行法同条第１２号）に基づき工業系用途（一

部、物流系用途）の施設の立地を可能とする区域に指定された。その後、市への権限

移譲（平成１８年４月１日）に伴い、蓮田市都市計画法に基づく開発許可等の基準に

関する条例（平成１８年４月１日施行）を制定し、区域を継続指定した。 

当初の指定から１０年余りが経過し、企業立地に関する社会情勢の変化及び物流系

用途に関する立地相談が増加したことから、平成２７年１０月１日の蓮田市都市計画

マスタープランの改正施行に合わせ、市の区域指定制度を個々の土地の特性に配慮し

つつ、周辺の地域全体における立地特性を生かす制度とするため、「蓮田市都市計画法

に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則」の改正や指定運用方針を策定する

とともに、区域指定の見直しを行った。 

 

（２）区域指定状況     

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 計 

指定箇所 0 1 2 2 2 0 0 0 7 

指定面積

(ha) 
0.00 2.35 3.19 2.39 5.08 0 0 0 13.01 

 

 

 
 

 

H28 

H29 

H29 

 

H30 

 
H30 

 

R1 

R1 
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Ⅳ 営繕関係業務 

１ 営繕工事 

（１）営繕工事の概要 

営繕担当では、市有建築物の所管課からの執行委任により、営繕工事に関する工事、

設計、監理の監督業務を行っている。 

●令和４年度 

・工事（４件） 

    令和４年度 黒浜西中学校体育館屋根、外壁及び照明器具改修工事 

令和４年度 平野小学校校舎屋上防水及び外壁改修工事 

令和４年度 黒浜北小学校校舎トイレ改修工事 

令和４年度 はなみずき作業所改築工事（継続事業） 

 

・設計等委託（４件） 

    令和３年度 蓮田中央小学校校舎増築工事設計委託（継続事業） 

令和４年度 黒浜小学校給食棟改築工事設計委託 

令和４年度 閏戸保育園空調設備等改修工事設計委託 

令和４年度 閏戸保育園屋根等改修工事設計委託（継続事業） 

 

・工事監理（１件） 

令和４年度 はなみずき作業所改築工事監理委託（継続事業） 

 

（２）職員による設計及び工事監理業務の実施 

建築工事の設計や工事監理については、職員自身の技術力向上や市全体の経費削減を考

慮し、職員による設計・工事監理業務を行っている。 

今後も可能な限り職員による工事監理業務等を実施していく方針である。 

●令和４年度 

・監理（３件） 

    令和４年度 黒浜西中学校体育館屋根、外壁及び照明器具改修工事監理 

令和４年度 平野小学校校舎屋上防水及び外壁改修工事監理 

令和４年度 黒浜北小学校校舎トイレ改修工事監理 
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(３)令和４年度工事等一覧 

※契約額の( )は合計額 

工事名・委託名 契約者 契約額（円） 履行期間 概      要 

1.教育委員会関係 

令和４年度 黒浜西中

学校体育館屋根、外壁及

び照明器具改修工事 

 

・工  事 

 

 

 

・工事監理 

 

 

 

 

 

 

 

㈱石井工務所 

 

 

 

建築指導課 

 

 

 

(47,300,000) 

 

 

 

47,300,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4.5.19～ 

R4.9.30 

 

 

体育館 鉄骨造２階建て 

延べ 1,008 ㎡（昭和 59 年築） 

・体育館屋根防水改修 

超速硬化ウレタン塗膜防水約 1,104 ㎡ 

・玄関屋根 ウレタン塗膜防水 

平場（Ｘ－１）約 120 ㎡ 

立上り（Ｘ－２）約 79 ㎡ 

・玄関庇 ウレタン塗膜防水 

（Ｘ－２）約 51 ㎡ 

・体育館外壁改修 約 800 ㎡ 

 補修の上、複層塗材Ｅ等吹付 

・既存高天井照明器具をＬＥＤ照明に改修 

 

令和４年度 平野小学

校校舎屋上防水及び外

壁改修工事 

 

・工  事 

 

 

・工事監理 

 

 

 

 

 

 

㈱石井工務所 

 

 

建築指導課 

 

 

(63,228,000) 

 

 

 

63,228,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4.5.19～ 

R4.11.18 

 

 

 

校舎 鉄筋コンクリート造３階建て 

延べ 1,479 ㎡（昭和 48 年築） 

増築校舎 鉄筋コンクリート造３階建 

延べ 1,343 ㎡（昭和 58 年築） 

・外壁改修 約 2,376 ㎡ 

補修の上、複層塗材Ｅ等吹付 

・屋上防水改修 ウレタン塗膜防水 

平場（Ｘ－１）約 959 ㎡ 

立上り（Ｘ－２）約 179 ㎡ 

・バルコニー防水改修 ウレタン塗膜防水 

（Ｘ－２）約 134 ㎡ 

・建具回りシーリング、手すり再塗装他 

 

令和４年度  黒浜北小

学校校舎トイレ改修工

事 

 

・工  事 

 

 

・工事監理 

 

 

 

 

㈱石井工務所 

 

 

建築指導課 

(122,221,000) 

 

 

 

122,221,000 

 

 

 

 

 

 

 

R4.6.6～ 

R4.12.26 

 

 

 

校舎 鉄筋コンクリート造 ３階建て 

延べ 4,117 ㎡（昭和 60 年築） 

・校舎男女トイレ（１階３か所、２階３か

所、３階１か所 計７か所）の改修 

・多機能トイレ新設 

・床改修（乾式化）、壁改修、天井改修、

扉改修、ブース等交換、便器交換（洋式

化、暖房洗浄便座）・バリアフリー化 

・給排水管改修 

・照明器具ＬＥＤ改修 

 

令和３年度  蓮田中央

小学校校舎増築工事設

計委託 

 

 

・設  計 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱桂設計さい

たま事務所 

 

 

 

(8,525,000) 

 

 

 

 

8,525,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4.2.10～ 

R5.3.29 

 

 

 

増築校舎 鉄筋コンクリート造２階建て  

延べ約 1,200 ㎡ 

渡り廊下 鉄骨造 平屋建て 約 60 ㎡ 

所要室：普通教室６クラス、配膳室、教材

室、準備室、昇降口、男女トイレ、多機能

トイレ等 

・電気設備設計 

・機械設備設計 

・エレベーター設備工事設計 

・外構設計 

・既存建築物解体設計 

・地質調査(ボーリング調査３５ｍ）  
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工事名・委託名 契約者 契約額（円） 履行期間 概      要 

令和４年度  黒浜小学

校給食棟改築工事設計

委託 

 

・設  計 

 

 

 

 

 

 

 

㈱宮下設計事

務所 

 

 

 

 

 

(10,164,000) 

 

 

 

10,164,000 

 

 

 

 

 

 

 

R4.5.16～ 

R5.3.17 

 

新設給食棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建て 

延べ約 250 ㎡ 

新設渡り廊下 鉄骨造平屋建て 約 50 ㎡ 

・計画食数 420 食、調理員 7 名 

・単独調理方式（自校方式） 

・必要諸室 

：〔非汚染ｴﾘｱ〕調理室（ドライ方式）、配

膳室、 

〔汚染ｴﾘｱ〕検収室、食品庫、下処理室、

洗浄室 

〔付帯設備〕ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ、ゴミ置場(生・ﾀﾞ

ﾝﾎﾞｰﾙ・油等)、その他 

・既存給食棟 鉄骨造平屋建て 

延べ 182 ㎡（昭和４５年築） 

・解体設計 

・外構設計 

・地盤調査（平板載荷試験） 

・小荷物専用昇降機更新設計 

・既存校舎一部改修 

 

 

令和４年度  閏戸保育

園空調設備等改修工事

設計委託 

 

・設  計 

 

 

 

 

 

 

 

㈱松下設計 

 

 

 

(3,520,000) 

 

 

 

3,520,000 

 

 

 

 

 

 

R4.11.7～ 

R5.3.24 

 

保育園棟 鉄骨造平屋建て 

延べ 1,207 ㎡（平成 17 年築） 

子育て支援センター棟：鉄骨造平屋建て 

延べ 396 ㎡（平成 17 年築） 

・０歳児～５歳児保育室、一時保育室、心

身障害児通園等施設、訓練室、観察室兼

相談室、事務室、医務室、幼児便所、給

食室、職員休憩室等、子育て支援センタ

ー、地域交流室、授乳室、会議室、相談

室、事務室等 

・空調設備室内外機の更新設計 

・ソーラー設備（集熱機、貯湯槽）撤去工

事設計 

・高圧気中開閉器の更新設計 

 

 

 

令和４年度  閏戸保育

園屋根等改修工事設計

委託 

 

 

・設  計 

 

 

 

 

 

 

㈲佐々木総合

設計事務所 

 

 

(3,947,900) 

 

 

 

 

3,947,900 

 

 

 

 

 

 

R5.3.30～ 

R5.12.22 

 

保育園棟：鉄骨造平屋建て 

延べ面積 １，２０７㎡（平成１７年築） 

・子育て支援センター棟：鉄骨造平屋建て

 延べ面積 ３９６㎡（平成１７年築） 

 ０歳児～５歳児保育室、一時保育室、心

身障害児通園等施設、訓練室、観察室兼

相談室、事務室、医務室、幼児便所、給

食室、職員休憩室等、子育て支援センタ

ー、地域交流室、授乳室、会議室、相談

室、事務室等 

・保育園棟及び子育て支援センター棟の雨

漏り調査及び改修設計一式 

Ａ．外部 ①防水性能の維持：外壁シーリ

ング、建具廻りシーリング、窓防水ﾊﾟｯ

ｷﾝ交換、下水切りシーリング等 

Ａ．外部 ②構造躯体の保護：外壁サイデ

ィングクラック補修 

Ｂ．内部 ①壁及び天井クロスの剥がれを

補修：全面張替え又は、下地ボードに伸

縮目地材追加の上塗装 



４３ 

 

２．健康福祉部 

令和４年度  はなみず

き作業所改築工事 

 

 

・工  事 

 

 

 

 

・工事監理 

 

 

 

 

立川ハウス工

業株式会社 

埼玉営業所 

 

 

株式会社青山

建築事務所 

 

(362,395,000) 

 

 

 

356,400,000 

 

 

 

 

5,995,000 

 

 

 

 

R4.7.1～ 

R5.8.31 

 

 

 

R4.7.19～ 

R5.9.29 

 

新築はなみずき作業所 

軽量鉄骨造平屋建 延べ 810.86 ㎡ 

・所要室：作業室、多目的室、交流スペー

ス、事務所、他 

 

駐輪場 鉄骨造平屋建 延べ 12.24 ㎡  

物置 鉄骨造平屋建 延べ 6.73 ㎡ 

・外構工事 

・駐車場整備１７台、植栽、舗装工事 

・解体工事 

既存建築物３棟鉄骨造平屋建て 

延べ 363.35 ㎡ 

 

合 計 額 621,300,900   

内訳 

工 事 589,149,000 ４件  

設計委託 26,156,900 ４件  

工事監理 5,995,000 １件  
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Ⅴ 空き家対策業務 

１ 空家等対策特別措置法（H27.5.26 全部施行） 

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な

影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用

など、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成 26 年 11 月に「空家等

対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成 27 年 5 月 26 日に全部施行された。 

  （背景：H30 住宅･土地統計調査で、全国の空き家数は約 850 万戸、空き家率は 13.6％） 

○「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなさ

れていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を

含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

○「空家等」の判定 

・概ね年間を通して建築物等の実用実績がないこと。 

・「人の住居や店舗として使用するなど建築物として現に意図をもって使い用いていな

いことが長期間にわたって（概ね年間を通じて）継続している状態」であるか否か。 

・建築物等として意図をもって使い用いていれば、当該建築物等は、「空家等」には該

当しない。 

・「使用」と「管理」と区別し「使用されていない空家等」との概念を用いていること

から単なる管理行為があるだけでは「空家等」に該当し得る。 

・建築物の一部のみが使用されていない場合には「空家等」に該当しない。 

【「空家等」に該当する例】 

・年に１度部屋の空気の入れ替えに来て「使用」している。 

・当該建築物とは別の地域に住んでおり、状況確認時に１泊し「使用」している。 

・賃貸物件であり、入居者が決まり次第「使用」する。 

【「空家等」に該当しない例】 

・物置として「使用」している。  ・概ね月１回以上利用している。 

・盆・暮れに利用している。 

 

○ 「特定空家等」とは、 

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

にある空家等をいう。 
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２ 蓮田市の空き家等対策の取組 

（１）蓮田市空家等対策連絡会議設置要綱 

 空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第１項に規定する空家等及び同

条第２項に規定する特定空家等（以下「空家等」という。）の対策を検討するに

あたり全庁的に取り組むため設置。 

 ・施 行 日：平成 27 年 3 月 27 日（平成 31 年 4 月 1 日改正） 

 ・所掌事務：計画策定、現状実態把握、庁内調整、外部機関調整 等 

 ・組  織：会長、副会長 2 名、委員（6 部 12 課（調整幹含む）） 

 ・会 長 等：～H31.3.31 会長：総合政策部長、庶務：危機管理課 

       H31.4.1～  会長：都市整備部長、庶務：建築指導課 

（２）平成 28 年度空家等実態調査（蓮田市） 

 ・実施期間：H28.8.8～H29.4.14 

 ・調査内容：１次調査(ｾﾞﾝﾘﾝへ委託)282 件、２次調査(自治会へ依頼)128 件 

128 件を市職員が確認し、「問題があり切迫性あり」が 10 件 

 ・管理依頼：上記 10 件の空き家所有者に対して、適正管理依頼を実施 

（３）特定空家等に対する指導等の状況 

   ・指導等の流れ 

指導・助言 ⇒ 勧 告 ⇒ 命 令 ⇒ 行政代執行 

※「勧告」で住宅用地特例（固定資産税 1/6 等）の対象から除外。 

※所有者が確定できない場合は、公告をすれば略式代執行が可能。 

○空き家に対する指導等の実施件数（延べ件数） 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 備考

通報・相談 22 32 25 42 35 26 18 29

依頼(通知文) 11 27 18 33 23 10 11 23

指導(指導書) 4 2 0 4 3 0 0 0

勧　告 0 0 0 0 0 0 0 0

命　令 0 0 0 0 0 0 0 0

代執行等 0 0 0 0 0 0 0 0

改　善 12 17 1 6 10 8 3 12

(うち除却) 2 2 0 2 2 2 0 2  
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（４）蓮田市シルバー人材センターとの協定について 

蓮田市と蓮田市シルバー人材センターは、相互に連携・協力し、蓮田市内の

空き家等の適正管理を進めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安

心なまちづくりの推進に寄与する目的として、平成２７年９月１１日に「空き

家等の適正管理に関する協定」を締結。 

＜主な業務内容＞ 

除草、樹木の伐採・枝おろし、草刈等。 

    ○蓮田市シルバー人材センターの実績件数 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 備考

発注者 89 75 53 107 76 66 74

実績 143 118 72 169 114 101 105  

 

（５）空き家バンク 

蓮田市は、令和 2 年 12 月 28 日に「蓮田市空き家バンク設置要綱」を策定し、

令和 3 年 1 月 27 日に公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部と「蓮田

市空き家バンク媒介に関する協定書」を締結し、令和 3 年 2 月 1 日に「蓮田市

空き家バンク」を開設した。 

 

○空き家バンク登録件数 

R2 R3 R4 備考

申込み 0 2 0

登録 0 1 0

成約 0 0 1
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３ 空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除制度（H28～） 

相続日から起算して３年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに、被相続人の居住

の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォー

ムをしたものに限り、その敷地を含む。）又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家

屋又は土地の譲渡所得から 3,000 万円を特別控除する。（譲渡日は、2027 年 12 月末まで。） 

（１）特別控除の手続き 

市「被相続人居住用家屋等確認書」発行 ⇒ 税務署「確定申告」 ⇒ 特例適用 

（２）確認書の発行件数 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

2 9 2 3 3 10 8

備考

 

 

 

４ 低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の 100 万円控除制度（R2～） 

個人が、都市計画区域内にある、取引額の合計が 500 万円以下等の一定の要件を満たす

低未利用土地等の譲渡をした場合（譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限

る。）において、譲渡所得の金額から 100 万円を特別控除する。（譲渡日は、2022 年 12 月

末まで。） 

（１）特別控除の手続き 

市「低未利用土地等確認書」発行 ⇒ 税務署「確定申告」 ⇒ 特例適用 

（２）確認書の発行件数 

R2 R3 R4 備考

確認書 0 0 0
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